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（実施目的） 

●山口市環境部清掃事務所では体験してもらう

．．．．．．．

ことに主眼を置いた、ごみ分別体験、塵芥収集車への乗車体験・

ごみ積込み体験などを含んだ環境学習を提供します。また、リサイクルプラザや清掃工場への施設見学と併せて

学習されることで、環境に関する認識や知識が一層深まり、実際の日常生活の中でいかされる環境学習の実現を

目指します。 

●日々収集に従事している職員ならではの実情に即した話を交えながら、ごみの分別と収集について学んでもら

い、実際の日常生活の中でよりいかされる環境学習の実現を目指します。 

１１１１    実施機関実施機関実施機関実施機関                                    

   山口市環境部 清掃事務所 

２２２２    対象者対象者対象者対象者    

    基本的に社会科や総合学習の時間で「ごみ」について学ぶ小学校４年生。（ただし、ご要望があれば他の

学年でも実施は可能） 

３３３３    実施日実施日実施日実施日    

   繁忙期を除く平日業務時間内で各学校との調整により定める日 

４４４４    実施要領実施要領実施要領実施要領    

  （１）会場配置 

     学校の体育館及び運動場もしくは、広場など。 

（２）実施内容 

   業務内容説明、分別説明（体験含む）、収集車説明、ごみ積込み体験、火災パネル説明など 

   ＊時間や人数などの状況等により内容を見直すこともあります。 

  （３）講師、機材及び実施時間（目安） 

     講師 清掃事務所職員 3 名 

     機材 塵芥収集車２台、分別説明（体験）用道具、パネルなど 

実施時間 授業時間１時間（コマ） 

  （４）事前協議 

     実施希望校は、会場準備や講義内容等の具体的なことについて事前に清掃事務所担当者と十分に打ち

合わせを行わせてください。 

（５）その他 

     分別体験に使う見本品は日常的に手に触れても問題のない素材を使用することや、ごみ積込み時や乗

車体験時には機械を停止させ、職員を適時配置するなど安全第一で実施いたしますが、万一生徒に怪

我があった場合には学校保険での対応をお願いします。 

     山口市ホームページでも環境学習の取り組みの様子がご覧頂けます。 

     サイト内検索 環境学習 
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電話番号  083-927-1770 
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施設見学 

より実践的な

環境学習 

体験学習 


